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�愛媛県告示第１２９１号
次のとおり落札者を決定した。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害福祉サービス事業者を指定した。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２９３号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 落札者等の告示……………………………………………………………９８７

○ 指定障害福祉サービス事業者の指定……………………………………９８７

○ 指定障害福祉サービス事業の廃止………………………………………９８７

○ 指定一般相談支援事業者の指定…………………………………………９８８

○ 保安林予定森林にする旨の通知…………………………………………９８８

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間…………………………………９８９

○ 都市計画の変更に係る図書の写しの縦覧………………………………９８９

○ 都市計画事業の事業計画の変更認可……………………………………９９０

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………９９０

○ 指定道路の指定……………………………………………………………９９０

○ 土地改良区役員の就退任の届出（２件）………………………………９９０

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………９９１

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………９９２

○ 財務会計オンラインシステム端末機器の借入れ………………………９９２

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

落札に係る物品等又は特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県消防防災ヘリコプター「えひ
め２１」４８００時間点検及び耐空検査、
無線検査等業務 一式

愛媛県県民環境部
防災局消防防災安
全課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２４年１０月１日

セントラルヘリコプタ
ーサービス株式会社
代表取締役 新井 努
愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字林先１番
地１

３０，９７５，０００円 一般競争入札 平成２４年８月２１日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００３７０ 株式会社介護ステーシ
ョンすみれ

宇和島市保手四丁目９
番１４号 森 久 由 美 居宅介護 介護ステーションすみ

れ
宇和島市保手四丁目９
番１４号

平成２４年
９月１日

３８１０３００３７０ 株式会社介護ステーシ
ョンすみれ

宇和島市保手四丁目９
番１４号 森 久 由 美 重度訪問介護 介護ステーションすみ

れ
宇和島市保手四丁目９
番１４号

平成２４年
９月１日

３８１０３００３７０ 株式会社介護ステーシ
ョンすみれ

宇和島市保手四丁目９
番１４号 森 久 由 美 同行援護 介護ステーションすみ

れ
宇和島市保手四丁目９
番１４号

平成２４年
９月１日

毎週（火・金）曜日発行 第２４１５号 平成２４年１０月２６日

平成２４年１０月２６日金曜日 第２４１５号

愛 媛 県 報

９８７
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�愛媛県告示第１２９５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町沖浦丙１０８４の２、丙１０８４の４、丙１０８５、丙１１０９、

丙１１１１から丙１１１５まで、丙１１１７の２、丙１１１７の３、丙１１１８、丙

１１１９の２、丙１１２０、丙１１２１の１、丙１１２１の３、丙１１２２、丙１１２４

の１から丙１１２４の４まで、丙１１２５の１、丙１１２６の６、丙１１２９、

丙１１３３の１、丙１１３３の２、丙１１３５から丙１１３７まで、丙１１５３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

長浜町沖浦丙１０８４の２・丙１０８４の４・丙１１３５・丙１１５３

（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）、丙１１３６、

丙１１３７

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

東温市上村字キヨノ乙１７４の１、乙１７４の２、乙１７５の１から

乙１７５の３まで、乙１７９から乙１８１まで、乙１８４、乙１８５の１、乙

１８８、乙１８９の１、乙１８９の３、乙１９０の１、乙１９０の２、乙１９２の

１、乙１９２の２、乙１９５の１、乙１９５の３、乙１９５の４、乙１９６

� 指定の目的
かん

水源の涵養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字キヨノ乙１８４・乙１８８・乙１８９の１・乙１８９の３・乙１９０

の１・乙１９２の１・乙１９２の２（以上７筆について次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

�愛媛県告示第１２９４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１４第１項の規定により、次のとおり指定一般相談支援事業者を指定した。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０６００３３２ 合同会社アイキョー 西条市中野甲７８０番地
６ 丹 恵 居宅介護 介護２４西条 西条市中野甲７８０番地

６
平成２４年
９月６日

３８１０６００３３２ 合同会社アイキョー 西条市中野甲７８０番地
６ 丹 恵 重度訪問介護 介護２４西条 西条市中野甲７８０番地

６
平成２４年
９月６日

３８１３６０００１６ 医療法人大志会 八幡浜市古町１丁目６
番地１２号 矢 野 正 仁 居宅介護 訪問介護事業所うちこ

園
喜多郡内子町知清５４４
番地

平成２４年
９月２１日

３８１３６０００１６ 医療法人大志会 八幡浜市古町１丁目６
番地１２号 矢 野 正 仁 重度訪問介護 訪問介護事業所うちこ

園
喜多郡内子町知清５４４
番地

平成２４年
９月２１日

３８１０３００２４８ 有限会社介護センター
津島

宇和島市津島町北灘乙
２０４１番地 水 野 八重子 居宅介護 介護センター津島指定

訪問介護事業所
宇和島市津島町高田甲
２９３０－１

平成２４年
９月３０日

３８１０３００２４８ 有限会社介護センター
津島

宇和島市津島町北灘乙
２０４１番地 水 野 八重子 重度訪問介護 介護センター津島指定

訪問介護事業所
宇和島市津島町高田甲
２９３０－１

平成２４年
９月３０日

３８１０７００１７３ 有限会社介護サービス
ひかり 大洲市多田甲６４２番地 深 井 光 子 居宅介護 有限会社介護サービス

ひかり
大洲市東大洲１３３９番地
７

平成２４年
９月３０日

３８１０７００１７３ 有限会社介護サービス
ひかり 大洲市多田甲６４２番地 深 井 光 子 重度訪問介護 有限会社介護サービス

ひかり
大洲市東大洲１３３９番地
７

平成２４年
９月３０日

事業者番号
指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者

指定地域相談
支援の種類

指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８３０５００３２２ 社会福祉法人新居浜愛
育会

新居浜市大生院１６８６番
地 村 上 秀 實 地域移行支援 指定地域相談支援事業

所まさき育成園
新居浜市大生院１６８６番
地

平成２４年
９月１日

３８３０５００３２２ 社会福祉法人新居浜愛
育会

新居浜市大生院１６８６番
地 村 上 秀 實 地域定着支援 指定地域相談支援事業

所まさき育成園
新居浜市大生院１６８６番
地

平成２４年
９月１日

愛 媛 県 報平成２４年１０月２６日 第２４１５号

９８８



次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

大洲市河辺町川上９３７、９４０から９４３まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

河辺町川上９３７・９４０から９４３まで（以上５筆について次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町露峰乙３２６の４、乙３２８から乙３３０の２ま

で、乙３３１の１、乙３３５の１、乙３３５の２、乙３３６から乙３３８の１

まで、乙３４０、乙３４１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

露峰乙３２６の４・乙３３０の２・乙３３８の１（以上３筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町中津字久主３２４６、５４０１、５４０２、５４０６、５４

４８、５４４９、５４５６から５４５８まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字久主３２４６・５４０２・５４０６・５４５６・５４５８（以上５筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

東温市樋口字椿ヶ谷乙３３６の２、乙３３６の４、乙３３８の３から

乙３３８の５まで、字蛇持谷乙３８９の１から乙３８９の３まで、乙３９０

の１、乙３９０の２、乙３９１、乙３９３の１、乙３９３の２、乙３９７の１

から乙３９７の４まで、乙３９８の１、乙３９８の２、乙４００の１から乙

４００の３まで、字飛小屋乙４０６、乙４１０の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字椿ヶ谷乙３３６の２・乙３３６の４・字蛇持谷乙３９７の１・

乙３９７の４・乙４００の１・乙４００の３・字飛小屋乙４１０の１

（以上７筆について次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

西予市野村町高瀬２３７５、２３７６、２５２７、２５２８、２５５１

� 指定の目的
かん

水源の涵養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

野村町高瀬２３７６・２５２８・２５５１（以上３筆について次の図

に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び久万高原町役場に備え置いて

縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１２９６号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２４年１０月２６日から１１月８日まで

�������
�愛媛県告示第１２９７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

愛 媛 県 報平成２４年１０月２６日 第２４１５号

９８９
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する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計画道路の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１２９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、松山広域都市計画下水道事業松山公共下水道（松山市施行）の

事業計画の変更を次のように認可した。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

昭和３３年１０月１５日から

平成２６年３月３１日まで

２ 事業地

� 収用の部分

ア 追加する部分

（北部排水区）

堀江町の一部

イ 削除する部分

なし

� 使用の部分

変更なし

�������
�愛媛県告示第１３００号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２４年１０月２６日

愛媛県東予地方局長 俊 野 健 治

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２４年１０月１８日

３ 指定道路の位置

四国中央市中曽根町字井垣３２６番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２５．００メートル

� 幅員 ４．００メートル

�������
�愛媛県告示第１３０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

三崎町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

平成２４年１０月２６日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

就 任

退 任

�愛媛県告示第１２９９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第１２２６５号 平成２３年
６月１８日 �玉置住建 玉置 元保 西条市楠甲３９０－１ 平成２４年

９月２１日
土木工事業、建築工事業
大工工事業 建設業の廃止

（般－２２）第１６７９４号 平成２２年
１２月１４日 �ウィンウィンホーム 松本 誠二 西条市喜多川６７８ 平成２４年

９月２５日

土木工事業、左官工事業
とび・土工工事業
石工事業、鋼構造物工事業
鉄筋工事業、ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業、ガラス工事業
塗装工事業、防水工事業
熱絶縁工事業、建具工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－２３）第７５１７号 平成２３年
８月１８日 梶本建設工業� 梶本 年光 新居浜市岸の上町１－１１

－１
平成２４年
９月２６日 大工工事業 建設業の廃止

（一部）

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 茂 西宇和郡伊方町三崎１７２１番地

〃 溜 池 信 次 西宇和郡伊方町三崎１１６５番地

〃 阿 部 鐵 雄 西宇和郡伊方町三崎１５５２番地

〃 村 上 卓 也 西宇和郡伊方町高浦６５番地

〃 中 村 高 律 西宇和郡伊方町井野浦１１０番地

〃 大 岩 康 久 西宇和郡伊方町三崎５６８０番地３

〃 大 岩 幸 男 西宇和郡伊方町正野５９１番地

〃 田 村 健 西宇和郡伊方町二名津２４７番地

〃 山 下 三 郎 西宇和郡伊方町名取７３５番地

〃 宇都宮 正 文 西宇和郡伊方町松３９９番地

監 事 溜 池 庸 恭 西宇和郡伊方町三崎１２４５番地

〃 長 生 茂 之 西宇和郡伊方町二名津６４０番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 山 下 茂 西宇和郡伊方町三崎１７２１番地

〃 溜 池 保 政 西宇和郡伊方町三崎１２７１番地

〃 溜 池 信 次 西宇和郡伊方町三崎１１６５番地

〃 阿 部 鐵 雄 西宇和郡伊方町三崎１５５２番地

〃 村 上 卓 也 西宇和郡伊方町高浦６５番地

〃 長 山 雅 雄 西宇和郡伊方町佐田１０４番地

愛 媛 県 報平成２４年１０月２６日 第２４１５号

９９０



��������������

�������
�愛媛県告示第１３０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

大久保山土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨

の届出があった。

平成２４年１０月２６日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

就 任

退 任

�愛媛県告示第１３０３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 木野本 伸 行 西宇和郡伊方町大佐田２番地

〃 宮 本 春 美 西宇和郡伊方町井野浦１３０番地

〃 礒 崎 文 雄 西宇和郡伊方町三崎５６２６番地

〃 木 下 定 文 西宇和郡伊方町与侈７０８番地

〃 亀 井 金治郎 西宇和郡伊方町串５６７番地

〃 松 下 均 西宇和郡伊方町正野４３４番地

〃 平 尾 長 一 西宇和郡伊方町二名津４６番地１

〃 浜 西 岩三郎 西宇和郡伊方町二名津４２番地

〃 小 西 一 郎 西宇和郡伊方町二名津４１番地

〃 山 下 三 郎 西宇和郡伊方町名取７３５番地

〃 松 本 忠 春 西宇和郡伊方町松６７番地

〃 濱 永 喜八郎 西宇和郡伊方町明神１１６番地

〃 中 村 一 利 西宇和郡伊方町釜木８７３番地

〃 河 野 万 平 西宇和郡伊方町平礒３８番地

監 事 田 中 正 朗 西宇和郡伊方町三崎１２０３番地

〃 山 下 忠 徳 西宇和郡伊方町三崎１６８５番地

〃 村 市 忠 西宇和郡伊方町二名津３１３番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 雅 文 南宇和郡愛南町越田９９

〃 石 川 芳 洋 南宇和郡愛南町柏２０３３

〃 宇都宮 礒 志 南宇和郡愛南町城辺甲５４３５

〃 藤 田 吉次郎 南宇和郡愛南町城辺甲２１２１

〃 中 川 順 治 南宇和郡愛南町城辺甲２１７７

〃 田 村 健 南宇和郡愛南町城辺甲３８３６

〃 西 本 繁 夫 南宇和郡愛南町城辺甲３７２４

〃 畑 田 藤志郎 南宇和郡愛南町城辺甲４８０１

〃 松 岡 忠 利 南宇和郡愛南町緑乙２２８－１

〃 田 村 司 南宇和郡愛南町城辺乙８５

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 清 水 雅 文 南宇和郡愛南町越田９９

〃 石 川 芳 洋 南宇和郡愛南町柏２０３３

〃 宇都宮 礒 志 南宇和郡愛南町城辺甲５４３５

〃 藤 田 吉次郎 南宇和郡愛南町城辺甲２１２１

〃 中 川 順 治 南宇和郡愛南町城辺甲２１７７

〃 和喜田 富 夫 南宇和郡愛南町城辺甲２６７６

〃 西 本 定 雄 南宇和郡愛南町城辺甲３７２８－１

〃 畑 田 藤志郎 南宇和郡愛南町城辺甲４８０１

〃 松 岡 忠 利 南宇和郡愛南町緑乙２２８－１

〃 富 岡 貴 南宇和郡愛南町城辺乙１

〃 増 田 孝 士 南宇和郡愛南町緑甲１３８７

〃 吉 田 浩 南宇和郡愛南町緑甲９３６

〃 考 野 覚 也 南宇和郡愛南町緑乙２９１４

〃 清 水 利 康 南宇和郡愛南町緑乙１１６５

〃 塚 岡 啓 三 南宇和郡愛南町緑乙２１８７

〃 下 田 眞 志 南宇和郡愛南町御荘長月１０３６

〃 菊 地 譽 雄 南宇和郡愛南町御荘平城３２７６

〃 宮 谷 光 俊 南宇和郡愛南町満倉２４３４－４

〃 松 本 勝 利 南宇和郡愛南町上大道１０９４

監 事 原 田 達 也 南宇和郡愛南町緑乙３２９０

〃 上 村 貴 雄 南宇和郡愛南町御荘長月２７６５

〃 大 西 健 夫 南宇和郡愛南町上大道７２５

〃 金 子 克 己 南宇和郡愛南町緑甲１６６８－２

〃 吉 田 浩 南宇和郡愛南町緑甲９３６

〃 考 野 覚 也 南宇和郡愛南町緑乙２９１４

〃 清 水 利 康 南宇和郡愛南町緑乙１１６５

〃 岡 本 六 夫 南宇和郡愛南町緑乙２０７５

〃 下 田 眞 志 南宇和郡愛南町御荘長月１０３６

〃 菊 地 譽 雄 南宇和郡愛南町御荘平城３２７６

〃 宮 谷 光 俊 南宇和郡愛南町満倉２４３４－４

〃 松 本 勝 利 南宇和郡愛南町上大道１０９４

監 事 原 田 達 也 南宇和郡愛南町緑乙３２９０

〃 上 村 貴 雄 南宇和郡愛南町御荘長月２７６５

〃 大 西 健 夫 南宇和郡愛南町上大道７２５

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２３）第２３７号 平成２３年
９月２５日 一若建設� 中畑 健右 宇和島市和霊町１２５０ 平成２４年

９月５日 電気工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１９）第１３８２６号 平成１９年
９月２４日 �森岡デンキ 森岡 千恵 北宇和郡鬼北町奈良４０７３

－４
平成２４年
９月５日

建築工事業、電気工事業
管工事業、水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（特－１９）第１６５３号 平成１９年
１０月８日 濱田電機鐵工� 濱田 音治 西予市三瓶町安土４７７－

１０
平成２４年
９月７日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１９）第２７５６号 平成１９年
１１月１５日 中川建設� 中田 富恵 喜多郡内子町中川３９４５ 平成２４年

９月１１日 管工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２４年１０月２６日 第２４１５号
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

財務会計オンラインシステム端末機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

財務会計オンラインシステム端末機器一式（パーソナルコン

ピュータ一式、ソフトウェア一式、周辺機器一式、接続機器一

式、保守一式、搬入、据付、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成２５年３月１日から平成３０年２月２８日まで

� 借入場所

仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」で、営業種目「レンタ

ル・リース」について平成２３年度、平成２４年度及び平成２５年度の

製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認め

られた業者で、次の事項に該当するもの

� 納入しようとする物品が、仕様書に要求する条件に適合する

ことを証明した者であること。

� 借入物品に係る修理、点検及び保守の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局審査課財務・旅費システム係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９４１―２１１１ 内線 ２７７２

� 入札書の受領期限

平成２４年１２月７日（金）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年１２月７日（金）午後２時

愛媛県庁本館１階システム設計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、納入しようとする

物品が、仕様書に要求する条件に適合することを証明する書類

を入札説明書に定める期限までに知事に提出し、承認を受けな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年１０月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

（般－２３）第６５８８号 平成２４年
１月１２日 �山田建設 山田 通孝 喜多郡内子町宿間甲１１７

－１
平成２４年
９月２０日 土木工事業、建築工事業 建設業の廃止

（般－１９）第１２９３０号 平成１９年
１２月１５日 �松岡組 松岡 次郎 宇和島市三間町是延２６９ 平成２４年

９月２５日 建築工事業、大工工事業 建設業の廃止

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年１０月１０日 特定非営利活動法人
スペース宇宙 薦 田 義 勝 松山市大可賀２丁目１番２８号アイ

テムえひめ内
この法人は、２１世紀を担う青少年に宇宙及び科
学に関する教育活動や国際交流などの事業を行
い、子ども達の理科・科学に対する探究心や向
上力を培い、創造力と命を大切にする健全な精
神を養い、親と子の共通の課題と目標を達成さ
せ、豊かな人間の育成を目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年１０月２６日 第２４１５号
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求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Financial Accounting

System，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，７ December２０１２

� For further information，please contact： Financial Systems

Section，Accounting Division，Treasury Bureau，Ehime

Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，

Ehime７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９４１―２１１１ Ext２７７２

平成２４年１０月２６日 発行
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